
カスタマーハラスメント対策や求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。

（施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。

 ① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

 ② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、 ③ 労働者の就業環境を害すること。

● 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシャルハラスメントを防止するた

 めの必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

HOT WORK NEWS 2026 （発行：吹田市都市魅力部地域経済振興室）
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くわーほっ にゅーすと

ハラスメント対策・女性活躍推進法が改正されます！（公布日：令和7年６月11日）

ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント
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１. 法律の有効期限が令和18 年（2036 年）３月31 日までに延長。

２. 情報公表の義務対象企業と項目の拡大。（施行日：令和8年4月1日）

３. プラチナえるぼし認定の要件が追加。 （施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

● 情報公表の義務対象企業と項目の拡大

 これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企

 業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けま

す。（従業員数100 人以下の企業は努力義務の対象です。）

● プラチナえるぼし認定の要件追加

 プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシ

 ュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。

女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します！

あかるい職場応援団 HP 検索

▼ 事例動画など役立つコンテンツを掲載 ▼

大阪労働局雇用環境・均等部指導課 TEL：０６-６３４１-８９４０（平日8:30～17:15）

「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児と介護との両立」「働く方のニーズの多様化」
などの状況に直面している中で、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作る
ことが重要な課題となっています。働き方改革に関する関連法や最新情報については、右の二次
元コードより、ホームページをご覧ください。

職場におけるハラスメントについて、情報発信等の取組の充実を図っております。

働き方改革の実現に向けて

女性躍進推進企業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 検索

▼ 情報公表にご活用下さい ▼

お問い合わせ

ホームページはこちら



求人の受理や職業紹介等をすべて≪無料≫で行っており、事業所で募集する人材に係る相談をお受けし、当施設を

利用する求職者と事業所との人材マッチングにも努めています。

大阪府の「労働相談センター」のご案内

大阪府の労働相談センターでは、「賃金を払ってくれない」「職場でのハラスメントに悩んでいる」

等、働く方、雇用する方からのさまざまな労働相談を電話や面談、オンラインによりお受けしていま

す。弁護士や社会保険労務士による専門相談や、医師、公認心理師及び産業カウンセラーによるメン

タルヘルス専門相談（要予約）も行っており、テレワークに関する相談もお受けしています。

求人をお考えの企業様へ「JOBナビすいた」のご案内

06-6946-2600お問い合せ・ご予約

【 日 時 】 月～金曜日の午前９時～午後６時（午後０時15分～午後１時を除く）

【 場 所 】 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階

【相談方法】 面談・電話・オンライン ホームページはこちら

相談無料！秘密厳守！

吹 田 市 無 料 職 業 紹 介 所

吹田市が運営する就労支援・職業紹介施設

お問い合わせ

■ 開館日時 月曜～金曜・第１土曜

 11：00 ～ 19：00

（職業紹介受付 18：30まで）

■ 休館日 日曜・祝日 ／ 第１水曜 ／

 第２～第５土曜 ／ 年末年始

■ 所在地 吹田市昭和町12番1号

 吹田市立勤労者会館 (アスワーク吹田)3階

JR「吹田駅」 東口から徒歩３分 / 阪急「吹田駅」から徒歩１５分

06-6170-8972
FAX  ： 06-6170-6800
MAIL： toiawase-navi@wind.ocn.ne.jp

ホームページはこちら

「ＪＯＢナビすいた」では…

● 求職者へのＰＲ、求める人材の採用・定着まで ≪無料≫でご利用いただけます。

● 事業所に訪問し、求人等（契約社員・パートも可）のご相談をお受けします。

● 職場の様子や業務内容など、求人票だけでは伝わりにくい内容も求職者へPRします。

● 吹田市在住・在勤・在学の方が利用しているため、近くにお住まいの方をご紹介。

● 独自の求人を吹田市ホームページに掲載することができます。（６か月掲載・延長可）

● ハローワークの求人もＪＯＢナビすいたで受理して紹介します。

● 求人を検討している吹田市外の企業の方も対応可能です。
JOBナビすいた 検 索
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